
健
康
保
険
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
う

も
の
で
、
重
度
障
害
者
の
対
象
年
齢
の

削
除
や
福
祉
医
療
費
の
支
給
に
当
た
り

控
除
す
る
も
の
の
中
に
、
高
額
医
療
費

の
支
給
を
加
え
る
な
ど
の
改
正
を
行
い

ま
し
た
。

渋
川
地
区
医
療
事
務
組
合
が
、
常
勤

の
職
員
に
係
る
退
職
手
当
の
支
給
事
務

の
共
同
処
理
を
平
成
14
年
10
月
１
日
か

ら
行
う
た
め
規
約
を
変
更
し
ま
し
た
。

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
国
家
公
務
員

の
給
与
改
定
（
改
定
率
マ
イ
ナ
ス
２
・

03
％
）
に
伴
う
条
例
改
正
で
、
国
と
同

じ
く
一
般
職
員
の
基
本
給
の
減
額
改
定

と
諸
手
当
の
減
額
改
定
等
を
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、
３
月
期
の
期
末
手
当
を

０
・
05
月
分
減
額
し
、
平
成
15
年
４
月

１
日
か
ら
は
、
３
月
の
期
末
手
当
を
廃

止
し
て
６
月
と
12
月
に
再
配
分
す
る
ほ

か
、
特
例
一
時
金
を
廃
止
し
て
官
民
格

差
の
解
消
を
図
り
ま
し
た
。
な
お
、
適

用
は
平
成
15
年
１
月
１
日
か
ら
で
す
。

年
間
給
与
の
実
質
的
な
均
衡
を
図
る
た

め
不
遡そ

及
部
分
は
３
月
期
の
期
末
手
当

で
調
整
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
初

任
給
（
一
般
行
政
職
）
は
、
高
校
卒
…

14
万
４
、
０
０
０
円
、
短
大
卒
…
15
万

５
、
０
０
０
円
、
大
学
卒
…
16
万
７
、

３
０
０
円
と
減
額
に
な
り
ま
し
た
。

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
町
議
会
議

員
に
対
す
る
３
月
期
の
期
末
手
当
を
一

般
職
員
と
同
様
に
０
・
05
月
分
減
額
し

ま
し
た
。平
成
15
年
４
月
１
日
か
ら
は
、

３
月
の
期
末
手
当
を
廃
止
し
て
６
月
と

12
月
に
再
配
分
し
ま
す
。

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
町
長
、
助

役
、
収
入
役
の
３
月
期
の
期
末
手
当
を

一
般
職
員
と
同
様
に
０
・
05
月
分
減
額

し
ま
し
た
。
平
成
15
年
４
月
１
日
か
ら

は
、
３
月
の
期
末
手
当
を
廃
止
し
て
６

月
と
12
月
に
再
配
分
し
ま
す
。

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
教
育
委
員

会
教
育
長
の
３
月
期
の
期
末
手
当
を
一

般
職
員
と
同
様
に
０
・
05
月
分
減
額
し

ま
し
た
。平
成
15
年
４
月
１
日
か
ら
は
、

３
月
の
期
末
手
当
を
廃
止
し
て
６
月
と

12
月
に
再
配
分
し
ま
す
。

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
も

の
で
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
手

数
料
お
よ
び
証
明
書
交
付
手
数
料
の
徴

収
規
定
の
整
備
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
町
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
し
、
税
の
部
の
公
簿
、
公
文
書
、
ま

た
は
土
地
図
面
の
閲
覧
ま
た
は
照
合
手

数
料
を
１
件
に
つ
き
３
０
０
円
と
定
め

ま
し
た
。
な
お
、
施
行
は
平
成
15
年
４

月
１
日
か
ら
で
す
。

さ
ら
に
、
上
場
株
式
等
を
譲
渡
し
た

場
合
の
株
式
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税

の
特
例
措
置
規
定
の
整
備
等
を
行
い
ま

し
た
。
な
お
、
施
行
は
平
成
15
年
１
月

１
日
か
ら
で
す
。

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
も
の

で
、
上
場
株
式
等
取
引
報
告
書
の
提
出

義
務
等
の
創
設
に
伴
う
規
定
の
整
備
や

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
措
置

の
改
正
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

人
事
院
の
勧
告
に
基
づ
き
３
月
期
の

期
末
手
当
並
び
に
特
例
一
時
金
を
廃
止

す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま

し
た
。

貯
水
槽
水
道
の
衛
生
対
策
と
し
て
、

町
の
給
水
条
例
に
水
道
事
業
者
お
よ
び

貯
水
槽
設
置
者
双
方
の
責
任
を
定
め
る

た
め
条
例
を
整
備
し
ま
し
た
。

平成15年１月10日� （６）

第
4
回
町
議
会
定
例
会
は
、
12
月
13
日
か
ら
16
日
ま
で
の
会

期
4
日
間
で
開
か
れ
、
平
成
14
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど

20
案
件
（
町
長
提
出
15
件
・
議
員
提
出
5
件
）
に
つ
い
て
審
議

が
行
わ
れ
た
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平�
成�
14
年�
度�
一�
般�
会�
計�
補�
正�
予�
算�
な�
ど�
可�
決�

平�
成�
14
年�
度�
一�
般�
会�
計�
補�
正�
予�
算�
な�
ど�
可�
決�

第4回 町議会定例会

町
福
祉
医
療
費
の
支
給
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

群
馬
県
市
町
村
総
合
事
務

組
合
規
約
の
変
更

町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

町
議
会
議
員
に
対
す
る
期
末
手
当

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

町
長
、
助
役
、
収
入
役
等
の

諸
給
与
条
例
の
一
部
改
正

教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

町
税
条
例
の
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
改
正

町
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び

基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

水
道
事
業
給
水
条
例
の

一
部
改
正

町
長
提
出
議
案�


